
町有財産売払公告 

 

 町有財産の売払いについて、次のとおり一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令

（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

 

令和７年１０月３１日 

下市町公告 第４号 

下市町長  仲嶋 久雄   

 

 

１ 一般競争入札に付する物件 

  以下の物件を入札に付し、売り払う。 

【動産：一般】 

物件番号 財産名称 登録 排気量 走行距離 予定価格 入札保証金 

Ｂ－３ 
ホンダ アクティバン２ 

平成２１年式 
平成２１年 0.65Ｌ 32,241km 30,000 3,000 

※走行距離は令和７年１０月３１日現在。 

 

２ 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項に規定する一般競争入札に参加させることができな

い者又は同条第２項各号に掲げる者のいずれにも該当しない個人又は法人であること。 

（２）個人又は法人の役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号）第２条第２号に規定する暴力団、及び同法第２条第６号に規定する暴力団員に該当す

る者でないこと。 

  また、個人又は法人の役員等が、暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者でないこと。 

（３）当該物件を暴力団の事務所その他これに類するものの用に供しようとする者でないこと。 

（４）次のいずれかに該当する者でないこと。 

  ア 暴力団員がその経営に実質的に関与している者 

  イ 事故、自社又は第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもっ

て暴力団を利用するなどしている者 

  ウ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積

極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者 

  エ 暴力団又は暴力団員と、社会的に非難されるような関係を有している者 

  オ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者 

（５）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）第５条

第１項の規定による観察処分を受けた団体及び当該団体の役員若しくは構成員となっている者で

ないこと。 

（６）前記（２）から（５）に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者でないこと。 

（７）日本語を完全に理解できること。 

（８）下市町インターネット公有財産売却ガイドライン（以下「町ガイドライン」という。）及び紀



尾井町戦略研究所株式会社が定めるＫＳＩ官公庁オークションに関連する利用規約及び各種ガイ

ドラインの内容を承諾、遵守することができること。 

（９）公有財産の買受について一定資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格等を有し

ていること。 

（１０）３によりあらかじめ一般競争入札への参加申込をした者であること。 

 

３ 一般競争入札の参加申込等に関する事項 

  一般競争入札に参加しようとする者は、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する公有財産売却

システムの画面上で参加仮申込など一連の手続きを行うこと。 

  参加申込（本申込）は、仮申込手続きを完了した後、令和７年１１月１７日（月）までに所定の

申込書により下市町財務監理課に一般競争入札への参加を申し込むとともに、町が定めた入札保

証金を納付すること。（郵送の場合は、令和７年１１月１７日（月）消印有効。） 

 

４ 契約条項を示す場所及び期間 

（１）場所：奈良県吉野郡下市町下市１９６０番地 下市町役場 財務監理課 

（２）期間：令和７年１０月３１日（金）午後１時から令和７年１１月１７日（月）午後２時まで 

 

５ 入札説明書（下市町インターネット公有財産売却（ＫＳＩ版）ガイドライン）を交付する場所及

び期間 

  ４の（１）及び（２）に同じ 

 

６ 現地見学会（物件見学会）を行う場所及び日時 

（１）場所：奈良県吉野郡下市町大字よ邑４９２－１（旧秋野小学校） 

（２）日時：令和７年１１月１１日（火）午後３時から午後５時まで 

 

７ 一般競争入札の場所及び期間 

（１）場所：紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する公有財産売却システム上 

（２）入札期間：令和７年１２月２日（火）午後１時から令和７年１２月９日（火）午後１時まで 

（３）開札：令和７年１２月９日（火）午後１時から 

 

８ 入札の方法 

（１）紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する公有財産売却システム上で入札価格を登録する。な

お、この登録は一度しか行うことができない。 

（２）郵便による入札書の提出は、認めない。 

 

９ 入札保証金に関する事項 

（１）入札に参加しようとする者は、下市町が定めた入札保証金を、指定された納付方法により入

札に参加しようとする者の名義で納付しなければならない。なお、入札保証金納入に要する経費

（振込手数料等）は入札に参加しようとする者の負担とする。 

（２）落札者の納付した入札保証金は、本人の申出により契約保証金に充当することができる。 



（３）入札保証金は、落札者の者を除き入札期間終了後還付する。ただし、落札者には、契約締結し

ない場合を除き契約締結後還付する。（申出により契約保証金に充当する場合を除く。） 

（４）落札者が、下市町が定める契約締結期限までに契約を締結しない場合は、その落札を無効と

し、入札保証金は下市町に帰属する。 

 

１０ 契約の締結 

  落札者は、令和７年１２月１７日（水）午後５時までに下市町が定めた契約保証金（予定価格の

１００分の１０）を納付の上、契約を締結しなければならない。 

 

１１ 売払代金の納入 

（１）契約を締結した者は、令和７年１２月２３日（火）午後２時３０分までに、下市町が交付する

納入通知書、もしくは下市町の指定する口座への銀行振込により当該契約に係る売払代金を納付

しなければならない。 

（２）契約を締結した者は、申出により既に納付した契約保証金を売払代金の一部に充当すること

ができる。この場合において売払代金と既に納付された契約保証金との差額を、令和７年１２月

２３日（火）午後２時３０分までに、下市町が交付する納入通知書、もしくは下市町の指定する口

座への銀行振込により納付しなければならない。 

 

１２ 入札の無効 

  本公告に示した競争入札参加資格のない者及び競争入札参加資格の確認について虚偽の申請を

行った者のした入札並びに入札説明書（下市町インターネット公有財産売却（ＫＳＩ版）ガイド

ライン）に記載する無効な入札に該当する入札は無効とする。 

 

１３ 落札者の決定の方法 

  入札期間終了後、下市町は開札を行い、売却区分（公有財産売却の財産の出品区分）ごと売却シ

ステム上の入札において、入札価格が予定価格（最低落札価格）以上かつ最高価格である入札者

を落札者として決定する。ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、くじ（自動抽選）

で落札者を決定する。 

 なお、落札者の決定に当たっては、落札者のログインＩＤを落札者の氏名（名称）とみなす。 

 

１４ 用途の制限等 

  落札者は、落札した物件を次の用途に供してはならない。 

（１）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団の事務所の

用途 

（２）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第４条第２項に規定する団体のうち、

その団体の役職員又は構成員が当該団体の活動として無差別大量殺人行為を行ったものに係る用

途 

（３）落札者は、第三者に対して売買物件の売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転をすると

きは、上記の用途の制限に定める義務を書面によって承継させなければならず、当該第三者に対

して上記の用途の制限に定める義務を違反する使用をさせてはならない。 



（４）落札者は、第三者に対して売買物件に地上権、質権、使用貸借による権利又は貸借権その他の

使用及び収益を目的とする権利を設定するときは、当該第三者に対して上記の用途の制限に定め

る義務に違反する使用をさせてはならない。 

（５）上記（１）及び（２）における当該第三者の義務の違反に対する責務は、落札者が負わなけれ

ばならない。 

 

１５ その他 

（１）売却財産は経年劣化、キズ、不具合箇所も多数あることを充分理解した上で入札すること。ま

た、下市町は契約不適合責任を負わない。 

（２）引渡しに関する費用や登録費用はすべて落札者の負担とする。 

（３）入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び場所 

  ア 名称：下市町 財務監理課 

  イ 場所：奈良県吉野郡下市町下市１９６０番地 

  ウ 郵便番号：６３８－８５１０ 

  エ 電話番号：０７４７－５２－０００１ 

  オ メール：zaisei@town.shimoichi.nara.jp 

（４）契約書作成の要否 要 

mailto:zaisei@town.shimoichi.nara.jp

